
平成２４年度 
住宅用太陽光発電システム 

 設置費補助制度のご案内 
 

 
    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

【【【【申請受付期間】】】】 

平成２４年４月２日（月）から平成２５年２月２８日（木）まで 

（閉庁日を除く 午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
※ 受付期間中であっても申請額が予算額に達し次第、受付終了となります 

    

【【【【補 助 金 額】】】】    

太陽光発電システムの出力１ｋＷ当たり７０，０００円 

            （最高限度額 ２５０，０００円）    
    

【【【【問 い 合 わ せ】】】】    

朝霞市 市民環境部 環境保全課 （市役所５階５５番窓口） 

電 話  ０４８－４６３－１１１１ （内線 ２２６４） 

０４８－４６３－１５１２ （直通） 

接続箱 

パワーコンディショナー 

太陽電池モジュール 

売電 

買電 

電力量計 

商用系統 

住宅用分電盤

住宅用太陽光発電イメージ図 



１１１１    補補補補    助助助助    対対対対    象象象象    者者者者    

① 市税を滞納していないこと 

② 朝霞市内に住所を有する方又は転入予定の方が自ら居住又は居住予定の住宅（店舗部分、

事務所部分を除く）に発電システムを設置すること 

※ 発電システムが設置された新築建売住宅を購入した方も申請可能です。 

２２２２    補助対象補助対象補助対象補助対象となるシステムとなるシステムとなるシステムとなるシステム    

① 太陽電池の最大出力値が１０ｋＷ未満であること 

② 電力会社と電灯契約を締結し、余剰電力は電力会社に売電できるシステムであること 

③ 設置される機材は全て未使用品であること 

３３３３ 交付申請交付申請交付申請交付申請のののの方法方法方法方法    

     交付申請書に次の書類を添えて設置工事着手前に環境保全課へ直接提出してください（郵送、

ＦＡＸ、Ｅメール不可）。申請書は必ず申請者本人が記入・押印してください。 

なお、申請者、電力会社との契約者、補助金振込先の口座は同一名義に限られます。 

また、代理人による提出は、代理人選任届が必要です。 

 

 添 付 書 類  ※提出書類に不備や不足があると受付できません。ご注意ください！ 

① 発電システムの経費の内訳および仕様（発電出力、設置パネルの枚数）が確認できる 

見積書または工事請負契約書等の写し 

  ② 工事着手前の現況写真（設置前の住宅の全景写真。新築や建て替えの場合は、更地 

または建て替え前の写真） 

   ③平成２４年１月２日以降に朝霞市へ転入の方のみ、前住地での２３年度の納税証明書 

 

  ４４４４    交付申請書交付申請書交付申請書交付申請書のののの受付期間受付期間受付期間受付期間    

受付期間：平成２４年４月２日（月）から平成２５年２月２８日（木）まで（閉庁日を除く） 

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分まで 

※受付期間中であっても、申請額が予算額に達し次第、申請受付は終了となります。 

    

５５５５    交付交付交付交付のののの決定決定決定決定 

 ① 交付申請書を審査し、交付要件に適合すると認めるときは、申請者に交付決定の通知をします。

併せて、設置完了後に提出していただく『実績報告書』の様式をお送りします。 

② 申請後に発電出力が変更になった場合は、至急、環境保全課までご連絡ください。なお、増

額変更の場合、予算状況によっては対応できない場合があります。ご了承ください。 



６６６６    補助金額補助金額補助金額補助金額    

補助金の額は、最大出力値（小数点以下第３位を四捨五入）に７万円を乗じた額で、最高限度額

は２５万円です。 

計算例計算例計算例計算例     

       たとえば､３．８０ｋＷの発電システムを設置しようとすると 

                            ３．８０ｋＷ×７０，０００円＝２６６，０００円ですが 

限度額が２５０，０００円なので、補助金は２５０，０００円となります 

    

〔〔〔〔補補補補    助助助助    金金金金    交交交交    付付付付    まままま    でででで    のののの    流流流流    れれれれ    〕〕〕〕    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 （補助金交付申請） 

市 （受付・審査・額の決定） 

 

申請者 （実績報告） 

市 （受付・審査・検査・額の確定） 

市 （定期報告のお願い） 

○補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添え

て申請してください。 

○補助金交付・不交付決定通知書（様式第２号）および補

助事業実績報告書（様式第６号）の用紙を郵送します。 

○交付決定通知を受けた後、設置工事に着手してくだ

さい。（発電システム付き建売住宅購入者等は除く） 

●申請後や交付決定後に、発電出力が変更になった場

合、または設置を中止する場合は、別途届出が必要

です。問い合わせ先までご連絡ください。 

○完了（竣工検査実施日）から３０日以内に補助事業

実績報告書（様式第６号）に必要書類を添えて提出

してください（完了日から３０日後が３月１５日以降になる場

合は、３月１５日までに提出）。 

○完了検査のため職員が訪問します。 

 （屋内および屋外に設置した機器の確認をさせて頂きます） 

○補助金交付額確定通知書（様式第７号）を郵送します。 

○指定された金融機関に補助金を振り込みます。 

○年度末に翌年度１年間の発電量などの報告をお願

いしています。 

申請者 （工事の着手） 



７７７７    実績報告書実績報告書実績報告書実績報告書のののの提出提出提出提出    

発電システムの設置完了後、完了日（竣工検査実施日）から起算して３０日以内(※注１)に実績報

告書を環境保全課へ直接提出してください（郵送、ＦＡＸ、Ｅメール不可、期限厳守）。 

受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

なお、実績報告書は必ず申請者本人が記入・押印してください。代理人による提出は、代理人

選任届が必要です。また、市外から転入される方は、実績報告書提出時を目安に転入手続きを

済ませておいていただくよう、お願いします。 

   ○実績報告書の様式は、交付決定通知と一緒に申請者へ郵送します。市ホームページからのダ

ウンロードはできません。 

 ※注１：完了日から３０日後が３月１５日以降になる場合は、３月１５日までに提出して下さい。 

 

 添 付 書 類  ※提出書類に不備や不足があると受領できません。ご注意ください！ 

① 発電システムの設置費の領収書および内訳書の写し 

・ 太陽電池モジュール・インバータ・接続箱・架台などの数量や単価、製造者名・型式名など

がそれぞれ記載されているもの 

② 発電システム設置後の状態を示す写真 

・ 設置後の住宅全景および太陽電池モジュール（設置枚数が確認できない場合は、施工図

の写し等を添付）、接続箱、インバータ、電力量計等、設置機器を撮影したもの 

③ 電力会社との電力受給契約を示す書類の写し（契約者は申請者と同一人であること） 

・ 系統連系・逆潮流有りのシステムであることが確認できるもの 

④ 竣工検査の試験記録書の写し 

・定型様式はありませんが、実施機関名、実施責任者名の記入があり、接地抵抗測定、絶縁

抵抗測定、連係確認の結果など、正常に作動することが確認できるもの  

 

８８８８    補助金補助金補助金補助金のののの確定確定確定確定    

                実績報告書の審査および市職員による実地検査を行い、設置要件に適合すると認められたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知をします。確定した補助金は、申請者の指定

する金融機関の口座に振り込みます。 

 

９９９９    協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願いいいい    

        発電システムの設置後、次の内容について報告をお願いしています。 

① 定期報告書（月々の発生電力量および売買電力量等を半年ごと２回に分けて報告） 

② アンケート 

 


